
（5）　2014.5 .1 第565号
　

市
税
や
国
民
健
康
保
険
税
に
納

め
忘
れ
が
な
い
か
、
も
う
一
度
ご

確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
税
金
の
納

付
が
な
い
場
合
、
市
で
は
ま
ず
督

促
状
を
送
付
し
ま
す
。
そ
れ
で
も

納
付
さ
れ
な
い
と
き
は
、
納
税
催

告
書
な
ど
を
送
付
し
ま
す
。
そ
の

後
、
財
産
調
査
を
行
い
、
法
律
の

定
め
に
従
い
差
し
押
さ
え
な
ど
の

滞
納
処
分
を
行
い
ま
す
。

▼
給
与
の
差
し
押
さ
え　

　

勤
務
先
へ
給
与
照
会
後
、
給
与

の
差
し
押
さ
え
を
実
施
し
、
毎
月

の
給
与
か
ら
一
定
額
を
未
納
税
に

充
て
ま
す
。

▼
預
貯
金
の
差
し
押
さ
え

　

金
融
機
関
へ
の
預
貯
金
調
査
を

実
施
後
に
差
し
押
さ
え
を
行
い
、

　

次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場
合

は
、
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
国
民

健
康
保
険
税
の
減
免
を
受
け
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
具

体
的
な
基
準
や
手
続
き
な
ど
、
詳

し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
市
役
所

税
務
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

・
生
活
保
護
を
受
け
る
な
ど
、
貧

困
に
よ
り
納
付
が
著
し
く
困
難
と

認
め
ら
れ
る
場
合

・
災
害
等
の
被
害
に
よ
り
生
活
す

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
認
め
ら

れ
る
場
合

・
事
業
の
休
廃
止
や
失
業
等
に
よ

り
所
得
が
激
減
す
る
な
ど
、
特
別

の
事
情
が
あ
る
場
合

□問
税
務
課
市
民
税
班

　
☎
（70）
０
３
２
１

取
り
立
て
た
現
金
を
未
納
税
に
充

て
ま
す
。

▼
不
動
産
の
差
し
押
え

　

登
記
簿
調
査
を
行
い
、
土
地
や

建
物
の
差
し
押
さ
え
の
た
め
に
、

法
務
局
へ
差
押
登
記
の
登
録
を
嘱

託
し
ま
す
。
差
押
登
記
後
に
、
抵

当
権
者
（
金
融
機
関
や
住
宅
金
融

支
援
機
構
等
）
等
に
差
し
押
さ
え

を
行
っ
た
こ
と
を
通
知
し
ま
す
。

※

地
方
税
法
で
は
督
促
状
発
送
日

か
ら
10
日
を
経
過
し
て
も
納
付
が

な
い
場
合
は
、
財
産
を
差
し
押
さ

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ

れ
て
い
ま
す

〈
差
押
状
況
〉　

平
成
24
年
度
＝
１
８
６
件　

平
成
25
年
度
＝
２
５
５
件

◇
納
税
通
知
書
の
発
送

　

平
成
26
年
度
の
軽
自
動
車
税
の

納
税
通
知
書
を
５
月
中
旬
に
発
送

し
ま
す
。
納
期
限
は
６
月
２
日
㈪

で
す
。

　

な
お
、
軽
自
動
車
税
は
毎
年
４

月
１
日
現
在
の
所
有
者
等
が
納
税

義
務
者
と
な
り
、
年
税
額
を
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

※

軽
自
動
車
税
に
は
、
月
割
り
の

制
度
が
な
い
た
め
、
年
度
途
中
で

廃
車
や
譲
渡
を
し
て
も
還
付
金
は

発
生
し
ま
せ
ん

※

軽
自
動
車
等
を
譲
渡
や
廃
車
し

た
と
き
や
住
所
を
変
更
し
た
と
き

な
ど
、
登
録
内
容
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
は
必
ず
申
告
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い

◇
減
免
制
度

　

障
害
の
あ
る
方
（
身
体
障
害
者

手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
療
育
手

帳
お
よ
び
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
）

が
使
用
す
る
軽
自
動
車
等
で
一
定

の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
、
ま
た

は
障
害
の
あ
る
方
の
た
め
に
利
用

す
る
構
造
で
あ
る
軽
自
動
車
に
つ

い
て
は
、
軽
自
動
車
税
の
減
免
を

受
け
ら
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※

減
免
の
対
象
と
な
る
の
は
１
台

の
み
で
、
自
動
車
税
の
減
免
を
受

け
て
い
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

※

障
害
の
等
級
な
ど
に
よ
っ
て
は

◇
納
め
ら
れ
な
い
人
は
早
め
の
納

税
相
談
を

　

病
気
や
失
業
・
事
業
不
振
等
の

理
由
で
、
納
め
た
く
て
も
納
め
ら

れ
な
い
人
も
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
方
に
は
早
め
の
納
税
相
談
を
お

勧
め
し
ま
す
。
市
で
は
随
時
納
税

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、

滞
納
が
増
え
続
け
る
前
に
相
談
く

だ
さ
い
。
相
談
い
た
だ
け
な
い
と
、

生
活
状
況
の
把
握
が
で
き
ず
、
や

む
な
く
差
し
押
さ
え
な
ど
の
処
分

を
受
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◇
納
期
内
に
自
主
納
付
を

　

納
税
は
自
主
納
付
が
原
則
で
す
。

市
で
は
自
主
的
に
申
告
・
納
税
を

す
る
自
主
納
税
を
推
進
す
る
た
め
、

口
座
振
替
の
推
奨
や
休
日
納
税
窓

口
の
開
設
を
し
て
い
ま
す
。

▼
休
日
納
税
窓
口
＝
毎
月
最
終
日

曜
日（
９
時
〜
15
時
）

□問
税
務
課
収
税
班

　
☎
（70）
０
３
２
３

対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

※

前
年
度
に
減
免
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
方
も
毎
年
申
請
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち

の
方
＝
身
体
障
害
者
手
帳
等
、
運

転
免
許
証
、
自
動
車
検
査
証
、
納

税
通
知
書
、
印
か
ん

・
障
害
を
お
持
ち
の
方
が
利
用
す

る
た
め
に
構
造
変
更
さ
れ
た
車
両

＝
自
動
車
検
査
証
、
車
両
の
写
真

（
構
造
変
更
さ
れ
た
部
分
お
よ
び

ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
も
の
）
、

納
税
通
知
書
、
印
か
ん

▼
申
請
場
所
＝
税
務
課

▼
申
請
期
限
＝
軽
自
動
車
税
納
期

限
１
週
間
前
ま
で

※

申
請
の
受
け
付
け
は
納
税
通
知

書
の
発
送
後
と
な
り
ま
す

□問
税
務
課
市
民
税
班

　
☎
（70）
０
３
２
１

広 報

公
平
な
納
税
の
た
め
に
滞
納
処
分

（
差
し
押
さ
え
な
ど
）を
行
っ
て
い
ま
す

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
制
度

軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
の

発
送
・
減
免
制
度

放射線量測定結果
◇定点測定
　福島第一原子力発電所の事故による市内
の放射線の実態を把握するため、市内22個
所を毎月１回測定しています。

※放射線量１時間当たり０．２３マイクロシー
ベルト以上（測定高１ｍ）が放射性物質の除
染を必要とする国の基準です 

◇大気（４月７日～８日測定）

◇学校給食の放射性物質検査 

　単位：マイクロシーベルト/時

□問地域づくり課環境対策班　☎（70）０３８６

□問教育委員会管理課学校教育室　☎（70）０３７２

　 測 定 場 所

季美の森小学校
大網小学校
大網東小学校
瑞穂小学校
増穂小学校
増穂北小学校
白里小学校
大網中学校
増穂中学校
白里中学校
第１保育所

大網小学校
瑞穂小学校
大網中学校

ネギ
キュウリ
レタス

千葉県山武市
千葉県市原市
茨城県板東市

検出せず（10.7）
検出せず（ 9.5）
検出せず（ 9.9）

検出せず（9.2）
検出せず（8.6）
検出せず（8.6）

測定高
1m
0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.07
0.10
0.05
0.04
0.06
0.05

測定高
50cm
0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.11
0.06
0.05
0.07
0.06

測定高
1m
0.04
0.06
0.06
0.06
0.07
0.05
0.06
0.09
0.06
0.06
0.05

測定高
50cm
0.04
0.05
0.06
0.06
0.08
0.05
0.06
0.09
0.06
0.07
0.05

　 測 定 場 所

第２保育所
みどりが丘中央公園

小中池公園
大網駅
永田駅
市役所
大網病院
房総平和園
桂山公民館

やまべの郷農村ふれあいセンター

「コスモス荘」老人福祉センター

　口座振替は一度手続きをすれば、納
付のために市役所や金融機関の窓口に
出向いて納税する手間が省け、現金を持
ち歩く必要が無く便利で安全です。申込
書は市内金融機関、市役所税務課、白
里出張所にあります。
　また、国民健康保険税は、税務課の
窓口で、キャッシュカードだけで口座振
替の申し込みができる口座振替受付
サービスを実施しています。詳細につい
てはお問い合わせください。
▶口座振替可能な金融機関＝千葉銀行・
京葉銀行・千葉興業銀行・みずほ銀行・
三井住友銀行・りそな銀行・ＪＡ山武
郡市・ゆうちょ銀行など
▶キャッシュカード口座振替受付サービ
ス利用可能金融機関＝千葉銀行・京葉
銀行・千葉興業銀行・ゆうちょ銀行
□問税務課収税班
　☎（70）０３２３

　柔道整復師の施術を受けた場合、
治療内容が健康保険の対象とならな
い場合があります。
　医療の適正な利用のため、負傷原
因（いつ・どこで・何をして、どん
な症状があるのか）を正確に伝えま
しょう。
▶対象となる治療内容
・医師や柔道整復師の判断で、急性
または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、
打撲および捻挫で内科的原因による
ものでないもの
・骨、筋肉、関節のけがや痛みで、
その負傷原因がはっきりしているも

の（例：日常生活やスポーツ中に転
んで膝を打ったり、足首をひねって
痛みがでたとき）
▶対象とならない治療内容
・疲労性、慢性的な要因からくる肩
こりや筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状
の改善がみられない長期の施術
・保険医療機関（病院・診療所）で
同じ負傷等の治療中のもの
・労災保険が適用となる仕事中や通
勤途中での負傷
□問市民課国保年金班
　☎（70）０３３４

柔道整復師の施術を受けられる方へ

納税は口座振替を

※カッコ内の数値は検出下限値です。検出せずとは、検出下限値未満であることを示します

検査結果（4月15日） 単位：ベクレル/㎏

調理場名 検体名 産　　地 放射性セシウム
134

放射性セシウム
137

　市では医療法人社団鎮誠会と協定を結
び、『季美の森整形外科』の送迎バスの
空席を利用させていただき、高齢者の外
出支援事業を実施していますが、本事業
を利用している方で、パスカードを提示せ
ずに利用する方が見られます。
　本事業は事業所の厚意により実施して
いるものですので、他の方の迷惑にならぬ
よう、利用時は必ずパスカードを提示しま
しょう。
▶対象＝１人で乗降できる市内在住の65
歳以上の方
▶運行日＝月～土曜日
※12月30日～１月４日は運休

▶利用条件＝事前に企画政策課でパス
カードの交付を受ける必要があります。
※利用時にパスカードの提示がない場
合は乗車をお断りする場合があります
▶料金＝無料
※運行経路・時間等詳細は問い合わせ
ください
□申・□問企画政策課政策推進班
　☎（70）０３１５

高齢者外出支援事業を利用され
る方はパスカードのご用意を


